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社会保障のこれまで

● 「自助（互助）、共助、公助の組み合わせ」

� 「自助」と「互助」を基本とし、制度（共助・公助）はそれを補完。

� 生活の大半はまず「自助」「互助」で何とかする、「共助」と「公助」はそのあとに。

� 支援の対象と方法を「特定」することで、制度は大きく充実してきた。

• 「誰か」　 ：　高齢者、障害者、子ども、失業者

• 「ニーズ」：　 医療、住まい、保育、就労、貧困

• 「給付」   ：   お金か、サービスか
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生活や社会の実態は 

● 人の生活や社会の実態が変わってきている。

� 家族、地域、職場　：　これまで生活を支えてきたコミュニティ基盤が弱まっている。

� 社会の課題を見ても、コミュニティ基盤が弱まっていることが背景にある場合も多い。

● 生活困窮、孤立、ひきこもり、虐待、自殺…

� いろんな困難や生きづらさが複合して絡み合っている。【課題が複合化している。】

⇔　特定の「誰か」「何か」ごとの「タテワリ」の仕組み

� 生きづらさが一人ひとり異なる。【困難が多様化している。】

⇔　特定の「誰か」「何か」にお金・サービスを提供するアプローチ

� 周囲とのつながりが薄く、生きる力を失っている。【関係性の貧困がある。】

⇔　「何か」特定の問題を解決しようとする対応
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各制度等における複合的課題等②
（介護保険制度（桑名市地域包括支援センターの調査を例に））

出典：「高齢者世帯の困難事例に関する要因等に関する調査」中間報告書（桑名市地域包括支援センター）  

○　地域包括支援センターにおける困難事例（何らの要因によって通常より支援に手間・時間を要した事例）の要因を調査。
○　その調査結果によれば、
　①　家族関係、認知症、拒否・気質等 多様な要因が挙げられる とともに、
　②　１事例あたり平均５．４項目の要因 （抽出事例265事例に対し要因項目 1,437項目）
　となっており、複数の要因が複雑に絡み合い、事例への対応をより困難化している 状況が見られる。
○　また、調査結果から、地域課題として、 家族、親族、地域との関係が希薄で支援者の不在の事例が困難化している 状況等

（※）が見えてきている。

（※）調査結果から見えてきた地域課題
①家族、親族、地域との関係が希薄で支援者が不在の事例が困難化している、②支援にあたる家族、親族の不在は、医療同意、身元保証、身元引受で支障をきたしている、③支援
にあたる家族、親族の不在に本人や養護者の認知症、精神疾患、拒否・気質等がある、④複数の要因が絡み合って事例をより困難化させている、⑤解決には経済状況の改善、制度
の重複利用、法律職との連携等、専門外の支援が必要、⑥通常の支援では経験しない分野の課題、支援担当者が明確でないグレーゾーンの存在、セーフティネット機能の発動、限
られた時間での対応等、少数でも難易度の高い事例がある
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これから求められるアプローチ：「地域共生社会」の構想  

● セーフティネットは十分か。

制度の対象ではない、あるいは制度がタテワリで十分な支援が届かないケースも多い。

✔ 生活困窮ではない８０５０世帯の“５０”の方への支援

✔ 発達障害のグレーゾーンにある方

✔ 社会的孤立の状態（ひきこもりを含む）にある方

✔ がんなどの病気にかかった方、事故に遭われた方への生活面の支援

誰にとっても、いつ困難がやってくるかわからない。

● 分断（タテワリ）から統合・融合（まるごと）へ。 

誰でも、何らかの関わり（支援）が得られるような、社会をつくっていく。
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すべての人の生活の基盤としての地域

地域共生社会とは

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
　 雇用創出等による経済

価値の創出

地域の人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主
体が　『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
　 する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
　 や機会の提供
◇多様な主体による、

暮らしへの支援への参画
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地域の実践例：「地域共生型拠点を活用した、あらゆる住民の
　　　　　　　　担い手創出事業」（北海道石狩郡当別町）

•総合ボランティア拠点
•インフォーマルサービスのワンストップ拠点
•地域の日常的な世代間交流スペース

•障がい者の就労拠点（レストラン）
•高齢者の就労拠点（農園）
•男性団塊世代など多世代交流拠点

•障がい者の就労拠点（喫茶店）
•高齢者の介護予防ボランティア
•子どもたちの学び・遊ぶ場

共生型地域福祉ターミナル 共生型コミュニティー農園共生型地域オープンサロン

◎認知症高齢者の
活躍

●要介護の認知症高
齢者が農業経験を
発揮

●地元農家による監
修（農福連携）

◎障がい者就労

●個々の障がい者の
得意分野に応じた
就労の取組

●飲食業の監修によ
るレストラン経営
（企業参画型）

◎団塊世代の活躍

●団塊世代の高齢者が
若い世代を巻き込ん
だイベントを企画 し、リ
タイア後の人生活力
に

●畑やレストランを利用
したパーティーで地域
活力の向上

◎子育て支援

●育児支援を受けたい方
と育児の手助けができ
る地域住民が会員組
織を結成

●地域互助で育児を支え
合い

◎住民相互の生活支援

●移動手段の確保など公
的制度ではカバーできな
い分野で活躍するボラン
ティア

●独自の養成カリキュラム
を設け、地域で支え合う
仕組みづくり

◎特技を生かした社会
貢献

●高齢者と子どもが囲碁
を通じて心を通わす

●子どもも高齢者の生き
がいを高めて活躍

◎介護予防ボラン
ティア

●駄菓子屋で値札付
けなどをしながら、 子
どもや障がい者と交
流・見守り

●高齢者に介護予防・
生きがい創出

◎障がい者就労

●多様な障がい者就
労の場

●同時に、子どもたち
の障がい者理解の
場に

◎体験型学童保育

●子どもたちによるお
菓子作りやカフェ店
員などの体験など
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愛媛県西条市「食を中心とした地域共生社会のコミュニティ事業」（NPO法人きずな）
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「我がごと・丸ごと」の政策は進化している。 

1. 「重層的支援体制整備事業」の創設 

● 各制度の対象者の範囲を超え、「すべての地域住民」を支える「丸ごと」の体制づくりの事業
を制度に位置づけた。 

● 体制づくりの過程で、行政の「タテワリ」のマインドが変わり、行政と社会福祉の支援者との
間のバリアが低くなるなど、変化が起こる可能性がある。 

 
 

1. 既存の社会福祉施設の柔軟な活用を後押しする通知（※）の発出 

● 「共生型サービス」を含め、各制度で定められた対象者の範囲を超え、地域の様々なニー
ズに対して柔軟に支援を提供できることを明確にした。 

● 社会福祉の支援者の皆さんが、創意工夫を活かして支援の輪を大きく伸ばす取組が進む
可能性がある。 

　（※）「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について（通知）」 
　　　　　（令和３年３月３１日厚生労働省子ども家庭局、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知）  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「重層的支援体制整備事業」の創設 

○市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するための事
業。Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する。

○実施するかどうかは市町村の判断であり、支援体制づくりの方法も市町村が選択できる。

○最も重要なポイントは、国からのタテワリの補助金の仕組みを抜本的に改革し、ひとつの包括的な交付金に統合
したこと。（国の制度では史上初）

○これによって、対象者ごとの制度のタテワリの限界を超えて、すべての住民を支援することが可能になった。　　　　　　　

○各支援機関・拠点が、属性を超えた支援を円
滑に行うことを可能とするため、国の財政支
援に関し、高齢、障害、子ども、生活困窮の
各制度の関連事業について、一体的な執行
を行う。 

現行の仕組み

高齢分野の  
相談・地域づくり

障害分野の  
相談・地域づくり

子ども分野の  
相談・地域づくり

生活困窮分野の  
相談・地域づくり

重層的支援体制

属性・世代を 
問わない 

相談・地域づく
りの実施体制

相談支援・地域づくり事業の一体的実施

新たな事業の全体像

⇒新たな参加の場が生ま
れ、地域の活動が活性化

住民同士の顔の見える関係性の育成支援

Ⅲ　地域づくりに向けた支援  

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保
・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加・学びの機会のコーディ
ネート

Ⅰ～Ⅲを通じ、
・継続的な伴走支援
・多機関協働による

支援を実施

包括的な 
相談支援の体制

Ⅰ　相談支援 

・属性や世代を問わない相談の受け止め 
・多機関の協働をコーディネート 
・アウトリーチも実施 

就労支援

Ⅱ　参加支援 

・既存の取組で対応できる場合は、既存の取組を活用 
・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応 
　（既存の地域資源の活用方法の拡充） 

生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にないひきこ
もり状態の者を受け入れる　等

見守り等居住支援（狭間のニーズへの
対応の具体例）
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重層的支援体制整備事業の社会福祉法における規定 

　（重層的支援体制整備事業）

第１０６条の４　市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため

　（～中略～）重層的支援体制整備事業を行うことができる。

２　前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の

　法律に基づく事業（※）を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える

　地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために

　必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

　※「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」等を規定。詳細は省略。
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事業名 経費概要 実施主体 補助率

包括的相談支援事業

○ 以下の事業に必要な経費
・地域包括支援センターの運営（介護分野）
・基幹相談支援センター等機能強化事業等（障害分野）
・利用者支援事業（子ども・子育て分野）
・生活困窮者自立相談支援事業、福祉事務所未設置町村による相談事業（生活困窮分野）

市町村
各法に基づく
負担率・補助率

地域づくり事業

○ 以下の事業に必要な経費
・地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業（介護分野）

・地域活動支援センター機能強化事業（障害分野）
・地域子育て支援拠点事業（子ども・子育て分野）
・生活困窮者支援等のための地域づくり事業（生活困窮分野）

市町村
各法等に基づく
負担率・補助率

多機関協働事業等 ○ 多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業に必要な経費 市町村
国：3/4 （※）
市町村：1/4

事業名 経費概要 実施主体 補助率

重層的支援体制整備事業への移行準備事業 ○ 重層的支援体制整備事業への移行準備に必要な経費 市町村
国：3/4
市町村：1/4

重層的支援体制構築に向けた都道府県後方
支援事業

○ 市町村における包括的な支援体制の構築を進めるために行う、都道府県
による市町村への後方支援の取組に必要な経費

都道府県
国：3/4
都道府県：1/4

重層的支援体制構築推進人材養成事業
○ 重層的支援体制整備事業の実施市町村、都道府県、本事業の従事者等を
対象とした人材養成に必要な経費

国 （委託費）

【重層的支援体制整備事業】令和４年度予算：２３２億円（令和３年度予算：７６億円）

【その他（包括的な支援体制の整備に向けた支援）】令和４年度予算：２９億円（令和３年度予算：４０億円）

○ 社会福祉法に基づき、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、対象者の属性を問
わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を実施する。

○ 市町村における重層的支援体制整備事業の実施に向けた移行準備、都道府県による市町村への後方支援等を行う。

※多機関協働事業等の負担割合は、制度施行当初の移行準備期間としての措置。令和5年度以降、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4とすることを検討。

地域共生社会の実現に向けた地域づくり 令和４年度予算
２６１億円

（令和３年度予算：116億円）
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令和４年度 重層的支援体制整備事業 実施自治体（134自治体）

旭川市 木更津市 伊勢市 松江市

七飯町 松戸市 桑名市 大田市

妹背牛町 柏市 名張市 美郷町

鷹栖町 市原市 亀山市 岡山市

津別町 墨田区 鳥羽市 美作市

音更町 世田谷区 いなべ市 呉市

広尾町 中野区 志摩市 東広島市
青森県 鰺ヶ沢町 八王子市 伊賀市 廿日市市

盛岡市 立川市 御浜町 宇部市

遠野市 狛江市 長浜市 長門市

矢巾町 西東京市 守山市 高松市

岩泉町 鎌倉市 甲賀市 さぬき市

能代市 茅ヶ崎市 野洲市 愛媛県 宇和島市

大館市 逗子市 高島市 高知市

湯沢市 富山市 米原市 中土佐町

由利本荘市 氷見市 竜王町 大牟田市
山形県 山形市 金沢市 豊中市 久留米市

福島市 小松市 枚方市 八女市

須賀川市 越前市 高石市 糸島市

古河市 坂井市 東大阪市 岡垣町

東海村 山梨県 甲州市 大阪狭山市 佐賀県 佐賀市

栃木市 飯田市 阪南市 熊本県 大津町

市貝町 伊那市 太子町 中津市

野木町 岐阜市 姫路市 津久見市

太田市 関市 尼崎市 竹田市

みどり市 静岡県 函南町 芦屋市 杵築市

上野村 岡崎市 加東市 都城市

玉村町 春日井市 三郷町 日向市

川越市 豊田市 川上村 三股町

狭山市 稲沢市 和歌山県 和歌山市

草加市 東海市 鳥取市 ※134自治体

越谷市 大府市 米子市 うちR3重層事業 　42自治体

桶川市 知多市 智頭町 うちR3移行準備事業 　78自治体

ふじみ野市 豊明市 北栄町 うちモデル事業実施 　99自治体

鳩山町 長久手市

東浦町

大分県岐阜県

兵庫県

群馬県

愛知県

宮崎県
奈良県

埼玉県
鳥取県

石川県

大阪府

福島県

福井県

茨城県

栃木県
長野県

北海道

千葉県

三重県

島根県

岡山県

東京都

広島県

岩手県

山口県

滋賀県

香川県

神奈川県

秋田県 高知県

富山県

福岡県
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１．「本来の事業実施」に支障を生じない 
　範囲であれば「活用可能」 

 

◆ 本来事業とそれ以外を合計した利用者数が、

「定員の範囲内」である。 

◆ 施設利用は本来事業の利用者を優先し、それ
以外の利用者の受け入れは余力の範囲で行
う。 

◆ 事業所の職員が本来事業以外の利用者の支
援にあたる場合には、利用者合計数に応じた
人員を配置する。 

既存の社会福祉施設・福祉サービス事業所を活用する場合の取扱いを明確化 

-「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について（通知）」- 

○　既存制度では対応できない狭間のニーズに対応するため、各地域において福祉サービスを提供している施
設・事業所の活用が重要。 

○　しかし、それぞれの事業所等は、対象者ごとの制度の下で設置され、また、補助金を活用して施設整備をして
いるため、各施設の判断に任せていては取組が進まないという課題。 

○　このため、既存の福祉サービス事業所等について、現在の個別制度の対象とならない「狭間のニーズ」に対
応するための社会資源として活用が図られるように取扱いを明確化した。 

２．本来事業の実施に支障が生じない範囲での「一時
的な使用」であれば「財産処分は不要」 

　 
◆ 本来事業の営業時間外や休日、本来事業の空

き定員等を活用する場合など、本来の事業目
的に支障を及ぼさない範囲で施設を他の用途
に一時的に使用する場合。 

◆ そのほか、地域住民等との交流を目的とした取
組など、本来事業の事業目的の範囲内で利用
する場合 

※本来事業の廃止や、事業規模を縮小して他用途  
　に使用する場合は財産処分が必要  

新

通知の主な内容（※詳細は通知本文を確認ください）

18



既存の社会福祉施設・福祉サービス事業所の活用イメージの例

活用例①  

親が他界し単身での生活が困難な方に対し、養護老人ホームの空き室を活用して
一時的な住まいを確保 

活用例② 

就労継続支援Ｂ型事業所において、障害者総合支援法に基づくサービスの支援対
象とならない方への就労支援を実施。　　　 

活用例③ 

孤立している子育て世帯の支援のため、保育所の空きスペースを活用してつながり
を作る場を設ける。  

19



小児精神科医からの指摘 

20



令和4年「児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要」より
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（３）都道府県市別の里親等委託率の差
７０都道府県市別里親等委託率（令和２年度末）

里親等委託率は、自治体間の格差が大きい
全国： ２２．８％
最小： １０．６％ （宮崎県）
最大： ５８．３％ （新潟市）

里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託児童数
※ 里親等委託率（％）＝

乳児院入所児＋児童養護施設入所児＋里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託児

資料：令和２年度福祉行政報告例
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乳児院からの措置解除および措置変更の状況

1　乳児院からの措置変更する子ども

できるだけ早い時期に家庭における養育環境と同様の

養育環境で、特定の大人との愛着関係の下で養育され

ることが子どもの心身の成長や発達には不可欠であるこ

とから、原則として、里親委託への措置変更を検討す

る。

（上段は人、かっこ内は％）

　 　 乳児院退所者

　 　
家庭復帰へ

　　　　家庭と同様の養育環境へ 　　　　　　施設へ
その他

　 　 　 　里親へ 　 FHへ 養子縁組へ 　
児童養護施
設へ

その他施設
へ

平成２５年度
人数 2,131　　　   957 307 224 31             52 730 684 46 137

（構成比） (100.0)　　   (44.9) (14.4) (10.5) (1.5)          (2.4) (34.3) (32.1) (2.2) (6.4)

平成２８年度
人数 1,965             854 377 280 15             82 611 567 44 123

（構成比） (100.0)          (43.5) (19.2) (14.2) (0.8)          (4.2) (31.1) (28.9) (2.2) (6.3)

令和元年度
人数 1,877             736 438 413 25             99 648 531 117 55

（構成比） (100.5)          (39.2) (23.3) (22.0) (1.3)          (5.3) (34.5) (28.3) (6.2) (2.9)

50.0%
1年未満

29.4%
1年以上〜2年未満

14.6%
2年以上〜3年未満

4%
3年以上〜4年未満

1.4%
4年以上〜5年未満

0.4%
5年以上〜6年未満

0.1%
6年以上〜7年未満

「里親委託ガイドライン」における記述乳児院の在所期間別在籍児童数について

（令和2年3月1日現在） （令和3年3月29日現在） 29



30



31



日本財団の里親意向調査（2017年11月）
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「我がごと・丸ごと」厚労省担当者の新たなチャレンジ 

● 今年７月から、アミタホールディングス株式会社に出向。

● 同社が、資源リサイクル、環境CSRのコンサルティングなどと
ともに、“MEGURU STATION®”を通じ地域コミュニティ形成
支援に取り組んでいることに共感。

● MEGURU STATIONは、誰もが行う「ごみ出し」をきっかけに、
資源と人が集まる場となり、そこから、住民たちの自発的な
活動が生まれている。

● MEGURU STATIONを普及させることで、人のつながりによる
ソーシャルキャピタルの増加を実現したいと思い、新たな
チャレンジに踏み切った。
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MEGURU STATIONのコミュニティ機能_くつろぎ、交流

・自然な挨拶や会話が生まれる。

・お茶のみスペース

・薪ストーブで団らん
・多世代交流・住民同士で分別の教え合い

・大人も子供も分別を意識するように

・焼き芋を振舞ってくれる方

※野崎氏からの提供
     スライドに基づき作成
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